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（デジタル撮影）        ○新  

１ 単純撮影          

イ 歯科エックス線撮影  

(1) 全顎撮影の場合      252 点  

(2) 全顎撮影以外の場合   28 点 

（１枚につき）  

ロ その他の場合           68 点  

２ 特殊撮影 

イ 歯科パノラマ断層撮影  182 点 

ロ 歯科パノラマ断層撮影以外の場

合（一連につき）     266 点  

３ 造影剤使用撮影           150 点  

【デジタル映像化処理加算】 

１ 歯科エックス線撮影 

（１回につき）          ５点 

２ 歯科パノラマ断層撮影   50 点 

３ その他の場合           30 点 

（廃止） 




